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令和元年度西成区区政会議 第 1 回全体会 会議録 

 

１ 開催日時 令和元年 9 月 20 日（金） 14 時 30 分から 16 時 00 分まで 

 

２ 開催場所 西成区役所 ４階 ４－６・８会議室 

 

３ 出席者の氏名 

【区政会議委員】 

    乾 亮二（副議長）、青木 玲子（委員）、上村 良次（委員）、 

奥田 節子（委員）、国武 英樹（委員）、近藤 義彦（委員）、 

酒井 春美（委員）、孫 貴司（委員）、高岩 薫（委員）、 

中井 忠夫（委員）、西前 雅晴（委員）、藤本 義次（委員）、 

藤原 一男（委員）、松本 裕文（委員）、宮本 浩（委員）、 

山本 弥生（委員）、吉村 昌佳（委員）、若林 裕子（委員） 

【西成区役所】 

横関 稔（区長）、林 浩一（副区長）、 

谷口 正和（保健福祉担当部長）、柴生 謙一（総務課長）、 

三代 満（総合企画担当課長）、柿原 弘朗（市民協働課長）、 

川上 雅之（地域支援担当課長）、松本 元伸（窓口サービス課長）、

平野 皆子（保険年金担当課長）、上堀内  要一（保健福祉課長）、 

原 忠義（事業調整担当課長）、加畑 久子（生活援助担当課長）、 

川崎 邦夫（福祉援助担当課長）、安間 美彦（分館担当課長）、 

安井 伸也（福祉担当課長）、田中 登美子（子育て支援担当課長）、 

室田 英樹（保健担当課長）、浜本 ひろみ（保健主幹）、 

鶴見 真由美（総務課広聴広報担当課長代理） 

 

４ 委員に意見を求めた事項 

（１）各部会からの報告及び今後の取組みに向けて  
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５ 議事内容  

【鶴見広聴広報担当課長代理】 それでは、皆様、こんにちは。 

 では、定刻でございますので、ただいまから令和元年度西成区区政会議第１回全体会を

開催いたします。 

 本日、区政会議にご出席いただきました皆様方におかれましては、お忙しい中ご出席賜

り、まことにありがとうございます。 

 私は、本日の司会を務めます西成区役所総務課の鶴見でございます。よろしくお願いい

たします。 

 それではまず、会議に先立ちまして会議資料の確認からさせていただきます。 

 まず、１枚目、レジュメでございます。 

 その次に区政会議委員名簿、その次に区役所の職員名簿でございます。その次に、資料

１といたしまして、ホッチキスどめの西成特区構想部会での委員からのご意見、質問と区

の考え方、その次、資料２といたしまして、同じく情報発信部会での委員からのご意見、

質問と区の考え方、その次に資料３といたしまして、教育部会での委員からのご意見、質

問と区の考え方、続きまして、資料４、部会用区政会議アンケート集計、その後ろに参考

資料といたしまして、Ａ３の大きい紙ですが、令和元年度西成区運営方針の取り組み一覧、

その後ろに参考資料、平成30年度各区の区政会議の開催状況一覧、その後ろにピンク色

の紙で西成区区政会議全体会に関するアンケート、別紙といたしまして参考、各区で取り

組んで区政会議運営上の工夫事例、その次に、緑色の紙で平成30年度西成区区政運営に

係る区政会議委員評価シート、参考資料としまして、Ａ３の大きい紙で平成30年度西成

区運営方針の取り組み一覧でございます。 

 あと、本日お席のほうに置かせていただきました当日配付の資料といたしまして、ホッ

チキスどめの第１回あいりん総合センター跡地等の利用検討に向けたワークショップを開

催しましたという資料、その後ろに新今宮フェスティバルのチラシ、そして「にしなり我

が町」、区の広報紙の９月号を置かせていただいております。 

 何か不備等ございますでしょうか。挙手いただけたらと思います。 

 それでは確認事項といたしまして、私のほうから何点か申し上げたいと思います。 

 まず、本日の会議につきましては、条例で定める委員定数の２分の１以上の委員のご出

席をいただいておりまして、区政会議として開催の要件を満たしていることをここにご報

告させていただきます。 
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 また、この会議は公開となっておりますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

 本日は報道機関の取材はございません。また、会議の模様を動画撮影させていただいて

おります。後日、区役所のホームページにて掲載予定でございます。あわせてご了承お願

いいたします。 

 確認事項は以上でございます。 

 それでは、ここで横関区長からご挨拶申し上げます。 

 区長、よろしくお願いいたします。 

【横関区長】 皆さんこんにちは。 

 大変お忙しい中ご出席いただきまして、本当にありがとうございます。また平素より区

政の各般にわたりまして、大変お世話になっておりますことを冒頭厚くお礼申し上げます。 

 今、司会からもございましたけれども、本日、各区政会議、本会議としては今年度１回

目ですけれども、この間、皆さんそれぞれ３つの部会にご案内のように分かれていただき

まして、特区構想部会と情報発信部会は２回、それぞれ２回の予定だったので、教育部会

のほうは１回になってしまいましたけれども、その分に関しましては、今日は総体として

認識を共有した上でご議論いただくというのが一つのテーマでございます。活発なご議論

をいただければ思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それで、実はそれと同時に、今の現委員の皆様につきましては、この９月末が２年間の

任期の終わりということでございまして、実はこの間、区政会議の委員は２期までという

ことで、２年、２期で４年ということになるんですが、それ以上はもともと区政会議がで

きたときはずっと継続できたのですが、途中で大阪市の条例で設置となり、その条例の中

で２期まで、３期はだめということで定められてしまった関係でそうなっております。 

 ただし、いっぺん休めばその次はまた委員になれるんですが、継続しては２期までとい

う定めでございまして、前回、そういうことを余り、これは西成区だけじゃなくて、各区

ともみんなそうなんですが、大抵の区はそのまま、６年前、ほとんどの方がやって、その

４年前にほとんどの方を再任したと。すると２年前にほとんど総替えのようになってしま

いまして、やはり議論を継続するためには委員の総替えはよくないだろうと、やっぱり半

数、半数かわっていただいて継続していくほうがいいんじゃないかということもありまし

て、今回、各推薦母体のほうにご無理をお願いして、半分ぐらいの委員に今回替わってい

ただいて半分の委員に残っていただく、それぞれそういったご相談をさせていただいたと

いうことで、いろいろご心配といいますか、ご迷惑をおかけしたと思いますけれども、ど
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うかご理解いただければと思います。 

 それで、ちょうど大体半数ぐらいの方が今回任期満了になりますけれども、いろいろお

世話になりましてありがとうございました。また引き続き委員になっていただく方には、

またお世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

 それともう一点は、そのときお願いしたように、24区、大阪市全体で女性にいろいろ

入ってもらいなさいということになっているんですけれども、西成区の女性委員の率が

24区中最低でございまして、やはり最低はどうしても逃れたいということもありまして、

そのご依頼のときにできれば女性の方を推薦いただければということもあわせてお願いし

まして、今度は少し女性の委員がふえますので、どうやら、まず少なくとも最下位は脱出

できるだろうなという見込みで、ほかの区がどうなるかによるんですけれども、できれば

24番じゃなくて10番台に入りたいなと思っている次第でございまして、その点いろいろ

ご無理といいますか、ご不快なお願いをしたかもしれませんが、どうかご容赦いただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は限られた時間ではございますけれども、ご議論いただきますことをお願いいたし

まして、簡単ではございますけれども、冒頭のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

【鶴見広聴広報担当課長代理】 それでは、次に、委員の方々と区役所職員の紹介でござ

います。配付しております委員名簿及び区役所職員名簿をごらんいただき、割愛させてい

ただきます。 

 本日、安部委員、小林委員、中松委員、長谷川委員、平井委員、藤井委員、村木委員に

おかれましては、所用のため欠席でございます。 

 続きまして、本日ご出席をいただいております市会議員の方々をご紹介させていただき

ます。 

 花岡議員でございます。 

【花岡議員】 こんにちは。 

【鶴見広聴広報担当課長代理】 藤岡議員でございます。 

【藤岡議員】 どうもこんにちは。 

【鶴見広聴広報担当課長代理】 議題に入ります前に、少し資料についてのご説明をさせ

ていただきます。 

 まず、本日、当日配付いたしました新今宮フェスティバルのチラシでございますけれど
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も、こちらにつきましては、今年度の新規事業、エリアリノベーションビジネス促進事業

の中で開催されるものでございます。10月から11月にかけて10日間開催いたしますので、

区政会議委員の皆様にお知らせするとともに、ぜひお運びいただけたらと思っております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 あと、続きまして、事前にお送りさせていただきました西成区区政会議に関するアンケ

ートと区政会議委員評価シートについてのご説明に移らせていただきます。 

 まず、ピンク色の西成区区政会議に関するアンケート（全体会用）でございますが、先

に行われた各部会でご記入いただいたアンケートの全体会用のもので、24区共通のもの

でございます。 

 別紙、（参考）各区で取り組んでいる区政会議運営上の工夫事例を参考にしていただき

ながらご記入ください。区政会議委員の皆様のご意見、ご要望を伺い、今後の区政会議運

営に反映させていきたいと考えております。 

 続きまして、緑色の平成30年度西成区区政運営に係る区政会議委員評価シートでござ

います。こちらも24区共通のもので、昨年度、平成30年度の区政運営について、区政委

員の皆様に直接評価をしていただくことになっております。Ａ３の用紙で平成30年度運

営方針の取り組み一覧、右上に平成30年度版と書かれたものとあわせてごらんいただき

ます。取り組み一覧につきましては、経営課題１、子どもが育つ環境の充実、経営課題２、

にぎわいとコミュニティが生まれるまちづくりと、順番に４つの経営課題ごとに平成30

年度の具体的取り組みや取り組み実績、また目標値に対しての結果、達成・未達成の状況

を記載しております。その30年度の取り組み実績や結果をごらんいただいた上で緑色の

評価シートの経営課題ごとに30年度の取り組んだ内容がその目指すべき将来像の実現に

有効であったと思うかどうかをご記入いただくものでございます。４つの経営課題につい

て評価いただいた後に、一番下に総合的な評価をご記入いただくこととなっております。

この２つのアンケートにつきましては、委員の皆様全員にご記入いただくこととなってお

ります。お帰りの際に回収させていただきますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 すみません、説明が長くなりましたが、以降の議事進行につきましては、乾副議長にお

任せしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【乾副議長】 それでは、皆さん、早速進めていきたいと思います。お手元の次第に沿っ

て進めてまいりたいと思っております。 

 各部会からの報告及び今後の取り組みに向けてにつきまして、事務局から説明をお願い
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いたします。 

【三代総合企画担当課長】 副議長、ありがとうございます。 

 いつもお世話になっております。私、総合企画担当課長の三代でございます。 

 私のほうからは、各部会の開催状況等の概要についてご説明をさせていただきたいと思

います。すみません、座らせていただきます。 

 西成区政会議の各部会、西成特区構想部会、情報発信部会、教育部会の各部会におかれ

ましては、委員の皆様、大変お忙しい中お集まりをいただき、今年の６月から７月におき

まして２回の部会を開催していただきました。 

 なお、教育部会につきましては、当初予定しておりました第１回目の日程におきまして、

２分の１以上の委員の皆様の出席が困難となりましたので、第１回目を中止とさせていた

だきました。 

 第１回目の部会では、参考資料として、すみません、いろいろ参考資料がついておりま

すけれども、先ほどのＡ３の資料の前に平成30年度西成区運営方針の取り組み一覧とい

うのがあったかと思いますけれども、ご覧いただければありがたいんですけれども、そち

らの取り組み一覧にございますように、それぞれ一番右端のほうに担当の部会のお名前が

入っておろうかと思いますけれども、それぞれその部会の名前が入っておる項目、具体的

取り組みにつきまして、それぞれ自己評価の内容を中心に活発なご意見、意見交換をして

いただきました。 

 次に、また２回目では、同じく先ほどアンケートの後ろについていました参考資料、今

度は令和元年度の西成区の運営方針の取り組み一覧というのがＡ３の資料であったかと思

いますけれども、そちらにございますように、取り組みの内容につきまして今後の方向性

などのご意見を頂戴したところでございます。 

 なお、教育部会につきましては、これを１回の開催でただいま申し上げました内容を凝

縮してご意見を頂戴したというところでございます。 

 それぞれの部会でご議論いただきました内容を本日の資料、資料１では西成特区構想部

会、資料２では情報発信部会、資料３では教育部会ということで事務局のほうでまとめさ

せていただきました。この後、各部会の代表のほうからご議論いただきました内容をご報

告いただけるということでございますので、よろしくお願いしたいと思っております。 

 私のほうからは以上でございます。 

【乾副議長】 ありがとうございます。 
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 それでは、部会からの報告に移ります。 

 まず、西成特区構想部会で意見交換していただきました内容について報告していただき

ます。 

 なお、この後、教育部会、情報発信部会等ありますので、ご意見、ご発言は報告が終わ

ってから一括でお受けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、西成特区構想部会の藤原副部会長よりご報告お願いいたします。 

【藤原委員】 西成特区構想部会の藤原でございます。 

 それでは、部会での主なご意見あるいはそれに対する区の考え方につきまして、お手元

の資料１、横使いのＡ４の資料１をごらんいただきながら報告させていただきます。 

 なお、全てのご意見のご報告ができないものと思われますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 特に特区構想部会では不法投棄対策あるいは地域における要援護者の見守りネットワー

ク強化事業等につきましてのご意見をいただきました。 

 それでは、右肩、資料１、第１回西成特区構想部会についての資料を見ながらご報告さ

せていただきます。 

 １枚目のところでございます。まず、左肩の番号でいきますと、１番、２番、酒井委員、

奥田委員からですが、不法投棄対策につきまして、いわゆるあいりん地域の不法投棄対策

における効果というのは非常に改善が認められてきているんですが、その周辺地域におけ

る不法投棄がやはり目立っているということで、ご意見といたしましては、このときは商

店街並びに公園の不法投棄等の具体的なお話がご意見としてありました。 

 これに対する区の考え方といたしましては、特に特定の商店街の不法投棄につきまして

は、民泊等の原因が考えられるということで、具体的に特定していただきまして、民泊を

所管する保健所等の指導あるいは公園等につきましては現地確認をしていただいた上で、

公園を所管する公園事務所あるいは公園愛護会の方のご協力によりまして改善に向けた対

応を検討しているということでございます。また、区役所といたしましては、一般の家庭

ごみの出し方に関するマナーという視点もありますので、10月には生活保護受給世帯に

対する案内文書等によります啓発等を行って、一般のごみ出しルールの周知徹底にも取り

組んでいくという区の考え方が示されております。 

 続いて、３番、４番ですが、孫委員からお話がありましたが、地域における要援護の見

守りネットワーク強化事業、これにつきましてはご承知のとおり、避難行動時要支援者の
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名簿に基づいて一人一人同意確認した上で、現在16地域に名簿を渡し、また更新してい

るところでございますけれども、孫委員からもこれをどう使っていくかというところにや

はり課題が残っていると。また、単に行政の具体的な施策だけではなくて、こういったど

う使っていくかという段階に入ってくると、校区の福祉計画みたいなものを作り、自分た

ちの地域は自分たちで守っていく、つながっていくという取り組みが必要であると。そう

いう考え方に基づいた対応をというふうなご意見をいただきました。 

 区の考え方といたしましては、つながり名簿につきましては、災害時の要支援者の支援

という意味では、同意がなくても提供できる危機管理室の管理の要支援者名簿と、今般の

この事業でつくっておられる同意を得た地域に提供している名簿、これらの２つの名簿等

の使い方についても現在検討しているというお話でございました。 

 裏面めくっていただきまして、２／４というところになっております。災害用の防災ス

ピーカーにつきましての意見が酒井委員から出まして、現在、令和２年度までに更新をし

ている高出力アンプ及び高性能スピーカーの採用による更新をしているというところの区

の考え方をいただいております。 

 また、吉村委員からエリアリノベーションビジネス、ストック再生モデル、インクルー

ジョン等々イメージしにくい名称の事業等についてのご意見をいただき、今後使いやすい

名称等ということでお話をいただきました。 

 ７番のところですが、松本委員から、西成の特区構想事業者選定につきまして、いわゆ

る地域の労働者の方とか、障害のある方とか、応援の要る方を雇用した場合に点数を加点

して働く場所をつくっていくというようなことを特区構想の中で検討していただくべきで

はないかということにつきましては、福祉的な観点と競争性という観点をあわせた選定方

法につきまして、今後検討していくというようなご意見を区のほうから考え方をいただい

ております。 

 第２回の特区構想部会、３／４ページのところでございます。 

 これにつきましては、奥田委員、孫委員から、地域における要援護者見守りネットワー

ク強化事業につきまして、同意を得ている人であっても地域で掌握されていないあるいは

町会に入っていない方に対するアプローチをどうしていくか。あるいは地域以外の関係機

関にこの名簿を提供して、多様な主体がアプローチしていくべきではないかという意見を

いただきまして、今後、この町会に入っていない方へのアプローチにつきましては、見守

り相談室の担当者と地域が協働して訪問したり、あるいは地域のイベントチラシ等を要援
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護者に対して届けていくというところからアプローチをしていくこと、また、地域関係団

体以外の包括支援センターの情報提供等につきましては、今後の課題として検討していく

というご意見をいただいております。 

 裏をめくっていただきまして、４／４の４枚目のところでございます。西成版サービス

ハブ構築運営事業につきましては、今後、就労支援の場として福祉施設を活用してはどう

かというご提案を孫委員からいただいております。これにつきましては、この支援に対す

る新たな資源の発掘も含んでいる事業であり、３年目を目途に事業構築ということもあり

まして、意見を踏まえての対応ということが区から考え方が示されておられます。 

 さらに吉村委員から、結核対策として外国人の結核対策についてのご意見をいただきま

して、それに対しまして外国人就労者・留学生の結核患者がふえてきている実態をもとに、

保健所によって日本語学校への結核健診の実施あるいは医療通訳の導入による患者支援等

を行っているということで、これまでどおり西成区特区健診における外国人や留学生によ

る健診を行っているというところでございます。 

 また、６番のところ、新たなにぎわいづくりについてでございますが、ご意見といたし

ましては、外国人の観光客がふえてくる中で、大阪フィルの大阪クラシックという市民参

加型の音楽会、これに基づいてあるいはこれに基づいて芸術系のパフォーマンス等のそう

いった取り組みもできないかなということにつきまして、区の考え方としては、大フィル

につきましては、小中学校を回って音楽を子どもに届ける出前教室を行っているというこ

とで、また現代アートにおきましては、元今宮小学校を借りてブレーカープロジェクトさ

んのもとで焼き物でありますとか、畑作業、子どもたちがプロの方の指導を受けてやって

いるというところでございます。このように西成区に隠れたさまざまな資源や魅力がある

というところを情報発信していくということにつきまして、区の考え方を示していただい

たところでございます。 

 以上、特区構想部会の報告を終わります。 

【乾副議長】 ありがとうございました。 

 それでは、次に情報発信部会からの報告でございます。 

 情報発信部会長、上村様よりよろしくお願いいたします。 

【上村委員】 上村でございます。 

 情報発信部会につきまして報告させていただきます。 

 ご出席いただいた委員の方全員からいろんな視点からのご意見をいただきました。とい
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うことで、時間の関係で、各委員のご意見について概略、項目程度になるかもわかりませ

んが、報告させていただきます。 

 まず、全体に係ることとしまして、これまでの取り組みの成果で目標値を大きくクリア

している事業がたくさんあるので、来年度の目標設定値を高くしてもいいのではないかと

いう非常に前向きな意見がありました。 

 それから次に、運営方針にあります各項目ごとに２回分まとめて報告させていただきま

す。 

 まず、魅力発信事業ですが、新聞社等のマスコミをどんどん活用してはどうかという意

見、それから区民アンケート結果で情報が届いていない若い方への情報提供をどうするか。

それから観光マップを作られまして、特に外国語の観光マップの効果的な配布方法をどう

するか。それから区役所のホームページの改善、例えば容量が大きいのでスマホで見るこ

とができないといったことや紙媒体だけでなくて、こうしたＳＮＳの積極的な活用をして

はどうかという意見がございました。 

 次に、地域コミュニティ支援事業では、コミュニティ支援事業、額が大きいんですが、

事業についてわかりやすく説明してはどうかという、または事業を実施した際に書類作成

が大変厄介なので簡略化してはどうかといったお話がありました。 

 次、地域防災活動事業では、津波対策であるとか、昨日、関西広域連合でも発表があり

ましたけれども、災害時における外国人観光客への対応をどうするか。それからマンショ

ン住民へもなかなか情報が届きにくいので、災害等の情報提供、それからコミュニティに

なるかもわかりませんが、町内会の情報なんかも提供をどうするかといった感じのお話が

ありました。 

 それから、自転車等安全利用啓発事業ですが、こういった道幅の狭い商店街での駐輪対

策をどうするか。それから交通安全協会と連携してはどうかというお話、そのほかには地

域ごととか、地域特性に合った駐輪対策、それからうまくいっている事例もございますの

で、そういった取り組みの成功事例を周知・応用していってはどうかという意見がござい

ました。 

 それから、新規事業で今回の区役所のホームページに新設された多言語資料の情報発信

につきましては、やはり外国人から見ると使いにくい点もあるので引き続き工夫をしても

らってはどうかという意見です。 

 それから西成しごと探偵団については、複数の委員の方から大変よい事業であるという
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意見がありまして、参加した小学生または企業から感想などを聞いて広報してはどうかと

いったこと、またさらに発展させてこうした企業というのも外国人向けにも広げて魅力発

信に役立ててはどうかという意見、そして第２弾として、さらに西成区の銭湯めぐりをや

ってはどうかなどといった提案もございまして、幅広い意見が出されました。 

 以上がいただいた意見の概略ですが、時間の関係で区の考え方につきましては、配付資

料でごらんいただければ幸いです。 

 また、委員の皆さんだけでなく、本日ご出席いただいています花岡議員にも２回ご出席

いただきまして、ご意見とかご提案をいただきました。ということで、大変活発であった

部会であるということを申し添えまして報告とさせていただきます。 

 以上です。 

【乾副議長】 ありがとうございました。 

 それでは最後に、教育部会から報告でございます。 

 教育部会の西前副部会長よりお願いいたします。 

【西前委員】 教育部会のほうからご報告をさせていただきます。 

 資料３のほうをごらんいただきたいと思います。 

 まず、ご意見のほうなんですけれども、プレーパーク事業、こども食堂事業等につきま

して、プレーパーク事業などは特区構想で昨年度事業を決める時点で３年間の期限だとい

う話の中でやってきて、実質的には２年でなっていった後、どうなるのかなというような

ご意見がありました。特にプレーパーク事業につきましては、子どもたちがたくさん集ま

ってきていて、子どもたちのコミュニケーションが大変とられているところですので、ぜ

ひ継続をしていっていただけたらなという意見がございました。 

 その中で区の考え方といたしましては、特区構想におきまして西成区のイメージアップ

と、子育て世代の流入という形で現在事業を行っていると。ただいろいろな工夫も必要で

なくならないように継続していきたいというご報告が区のほうからありましたけれども、

予算の関係ということもあるでしょうけれども、できる限り子どもたちのためには続けて

いただきたいなというのが意見の中で発表がございました。 

 続きまして、こども生活・まなびサポート事業ですけれども、すごく予算がかかるよう

ですけれども、全校区に行っていただきたいという意見がございました。こども生活・ま

なびサポート事業は、区の意見といたしましては、全校区で実施したいという思いがある

ものの、子どもの生活の実態の調査の結果を受けて、現在、大阪市の中でも別のモデル事
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業が実施されており、その事業の広がりと兼ね合わせて西成区に何が必要かを見きわめな

がら事業を展開していきたいというのが区の意見でございました。子どもたちにとりまし

てもいろいろな勉強だけではなくて、先ほども言いましたように子ども同士のコミュニケ

ーションというのは大変大事だということで、いろいろな面でそういう施策をしていただ

きたいなというのが意見でございました。 

 次に、３番目ですけれども、まなび塾・ジャガピースクール、これも同じようなもので

すけれども、参加児童が思いのほか伸びていないと聞いているが、いろいろなアプローチ

を行っていただきたいという意見がございました。 

 区の意見といたしましては、周知方法について単にチラシを配布するだけではなく、懇

談会等を通じて親に対して手渡ししたり、手続をしていただいたりというようなことを

徐々にやっていって、また無料の体験のようなものを開催すれば友達同士で楽しく来てく

れるのではないのかなというのが区の意見でございますけれども、なかなか保護者の方々

にその意見を伝える場、懇談会の部分というのが親御さんはなかなか残ってくれないとい

うのもあって伝えにくいというのも実質的なところがあると思いますけれども、これも検

討としていただいて、区のほうに子どもたちにもアプローチをし、保護者にもアプローチ

をして子どもたちの健全な育成のために頑張っていただきたいというのが意見でございま

す。 

 続きまして、めくっていただきまして、裏側、裏面のほうですけれども、英語コミュニ

ケーション事業、読書活動推進事業等についてご意見がございました。子育て世代の親と

してはとてもいい取り組みをしてもらっているが、このような取り組みをしていることを

知っている人は少ないと思いますと、いろいろなところでアピールをしてもらえればと思

いますということで、先ほどと同じようにアピールが不足しているんではないですかとい

うような意見でございますけれども、区の意見としましては、アピール不足と思うので、

どのような媒体でどのような手法を活用できるのか、効果的な、今後検討していくという

のが区の意見ですけれども、ぜひともわかりやすい、通じやすいコミュニケーションを図

っていただきたいというのが最終的な意見でございます。 

 次に、西成しごと探偵団、先ほども話がありましたけれども、夏休み期間中の実施なの

で、子どもは参加できても働いている保護者が多いため、保護者同伴が条件というところ

に申し込みが少ないのではないか、それが原因ではないかという意見でございます。 

 区の意見といたしましては、今回はお試しという感じで試行錯誤の中で準備をしていっ
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て今回させていただきましたが、ご意見を考慮しながら次回の取り組みに生かしていきた

いというのが区の意見でございました。今現在、ほとんどの保護者の方が何かのお仕事を

されているということが多いものですから、保護者同伴とか、保護者が必ず行かなあかん

というのは、なかなか子どもたちにとってもいろいろアプローチをしにくい状態というの

があります。また、子どもたちだけでというのはまた不安もあるかと思いますけれども、

またいろいろなところで考えていただければありがたいなと思います。 

 教育部会のほうではそのような意見が出て、区の考え方にもいろいろと配慮していただ

きました。 

 以上でございます。 

【乾副議長】 ありがとうございます。 

 各部会からの報告は以上です。 

 それでは、各部会からの報告内容につきまして、委員の皆様、ご意見ございませんでし

ょうか。 

 なお、発言の際はなるべくゆっくり、はっきりとマイクを使ってお話しいただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

【奥田委員】 西成しごと探偵団というのは、これ、どこでどういうふうにしているもの

ですか。私は玉出ですけれども、あまりわかってなかったのでお聞きしたいなと思います。 

【乾副議長】 それについてお願いします。 

【三代総合企画担当課長】 総合企画担当課長の三代でございます。すみません、座らせ

ていただきます。 

 この西成しごと探偵団でございますけれども、中小企業家同友会というところの支部で

西成住之江支部という支部がございまして、そちらがご協力をいただきまして、子どもた

ちに西成にこんなすばらしい企業、会社、こんな取り組みというか、やっているんだとい

うのを知っていただくということと、また企業さんにしましても企業さんのほうのイメー

ジアップにもつながるということで、お互いがそういうことで一度こういうお試し、先ほ

どもございましたけれども、やってみて続けていくような、できるだけ継続してそういっ

た西成のいいところを子どもたちに再発見していただく。また、企業は企業でイメージア

ップを図っていくというようなことができればなということで、今年初めてさせていただ

いたんですけれども、先ほどございましたように、夏休みの平日、また、ちょっと遠くの

会社に行ったりとかというのもございましたので、今回は保護者同伴ということをさせて
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いただきましたところ、その辺が難しかったのか、でも幸いにも20名以上の参加もいた

だきまして、参加いただいた方には非常にこんな企業があったんだなというような感想も

いただいておりまして、またこれにつきましては、広報紙「にしなり我が町」の11月号

でその辺を詳しくまた皆様にご報告できればなということで、今、内容の検討をしている

ところでございますので、またそちらのほうでも見ていただければと思います。 

 すみません、以上でございます。 

【奥田委員】 もう一つですけれども、この学習塾ですけれども、玉出は憩いの家を使っ

ていて、たくさん来てはるんですよ。だからいいことだなと思って今見ていますけれども、

私、憩いの家のほうへ行きますので、ネットワークの事務所がそこにありますので、晩も

ちょっと見に行ったりしたら、たくさんの方が来て、自転車を公園側とか、玉出の憩いの

家のほう側に皆置いてはるんですけれども、ちょっとここで言うたら変なのかもわかりま

せんけれども、子育てで昼中、月に２回木曜日、２と４とやっているんですけれども、公

園事務所のほうから自転車をほかの方へ置いてくれと言わはるんですよ。憩いの家の前に

置いたら、自動車はとにかく通りにくいのはわかりますけれども、それで憩いの家の裏に

ちょっと空き地があるので、そこへこの間置いてもらったら、子どもさんを自転車に乗せ

たまま外へ連れ出すときに、戸に足がひっかかるのでというので、公園事務所のほうには

悪いんですけれども、今までどおり置かせてほしいなというような感じを今持っているん

ですけれども。学習塾に玉出はたくさん来ておられますのでいいなと思っています。 

【乾副議長】 これについて回答、なかなか難しいとは思うんですが。 

【柴生総務課長】 玉出西公園で行事をやっていらっしゃるときの自転車のことですね。 

【奥田委員】 はい。それで子育ては昼中でしょう。まなび塾のほうは晩やから公園事務

所も来はれへんから何も言わはれへんのかと。 

【山本委員】 乳児とかをお母さんが連れていって交流するんです。そのときにお母さん

の自転車が公園の周りにずっととめさせてもらったり、うちの子どものときとかも乗って

いったりしているんですけど、自転車をお母さんたちが乗ってくるので、外にとめると結

構なあれになっているということでしょうか。 

【奥田委員】 そう、それで自動車が通りにくいといって苦情をもらっていたので、公園

側に置いたり、委員さんで斜めにしたりして見守ってはいてるんですけれども、この間ち

ょっとそういう話をしにきたので、できたら月に２回ぐらいやからちょっと大目に見てほ

しいな思うて。せっかく子どもさん連れてたくさん来てくれはって、玉出は子育て本当に
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たくさん来てくれはるんですよ。少なくても20組来てはるので、自転車も結構多いので

ね。 

【中井委員】 公園の中に置いたらあきませんのか。 

【奥田委員】 そう、それ、言っていたので、公園側がそこに置かないでください言わは

るから、また公園事務所が。 

【中井委員】 公園のそばじゃなく中に入れたらあきませんのか。 

【奥田委員】 いいんですか、それ。 

【中井委員】 中やったら同じ大阪市でしょう。 

【奥田委員】 その辺がちょっとはっきりしたことが知りたいなと思ってね。この際やか

ら聞いてもらおうと。 

【柴生総務課長】 それは公園事務所のほうから言われたんですか。公園前に置かないで

くださいと。 

【奥田委員】 いや、憩いの前もやし、公園のほうも道があるでしょう、あそこに置いて

いたんですよ、公園の横に。そしたらそんなん言わはるんでね。 

【柴生総務課長】 すみません。ちょっと公園とか道路とか管理がそれぞれ建設局の部署

がございまして、今、一義的に区役所でご回答はなかなかできないんですけれども、状況

はまた詳しく確認させてもらったうえで、しかるべき部署のほうに状況を確認させてもら

って、何とかうまいことできるような調整を図ってまいりたいと思いますので、ちょっと

お時間いただけましたら。 

【奥田委員】 中に入れさせてもらえるんやったら、そこへ入れるようにみんなで自転車

を置きたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

【乾副議長】 なかなか今お話を聞いていると子育て支援のほうに毎回20組ぐらいのお

子さんを連れてきてくれてるというのは、西成区内の各連合の中で子育て支援やっている

けど、人が集まらへんと、うち南津守なんですけれども、一組も来ない月もあるとかいう

ふうにも聞いたりしているので、20組も集まるという貴重な地域なので、どうか区役所

のほうで対応してもらって、そこの地域からまた西成区全部にこういった子育てに優しい

地域になるように対応していただきたいなと思います。 

 ほか、何かご意見ございますでしょうか。 

 上村さん、お願いします。 

【上村委員】 抽象的な話になるかもわからないんですけれども、私この２年間、この会
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議に参加させていただいて、またいろんな観光マップとか、災害マップ、防災計画マップ

とか拝見しまして気のついたことがありまして、西成区というのは４つのゾーンに分かれ

ているような気がするんです。１つは北部、労働力の提供、労働者のまちと言われる労働

力を提供してきたところ。それから西のほうがこれはものづくり、製造業の集積があるん

ですね。それで真ん中のところは商店街に代表するような商店であるとか、小売業、そう

いったのがあって、東のほうがどちらかというと住宅が多いというような感じがしまして、

こんな明確に分けることはできないんですけれども、先を考えていったら、現在もそうで

すけれども、北のほうは区役所なり地元の方が非常に熱心にされていまして随分いい方向

に変わってきているんですね。西のほうもそれなりに活動はされているようなんですけれ

ども、いろんな企業さんが独自にいろんな技術を持ち合って、ただ日本全体と同じような

問題があって、後継者の育成をどうするかとか、それから人手不足というのがこれから出

てくるかなという心配がありまして、あと真ん中と東のゾーン、お店がどんどん閉店して

います。商店街なんかでもシャッターのおりているところは多いですね。それから単身の

高齢者が増え、また一方で外国人の方がたくさん入ってきて、あるいは民泊とかに活用さ

れているという。こういったのには真ん中から東のゾーンというのは、だんだんコミュニ

ティの形成が難しくなっていくんじゃないかなという懸念がありまして、例えば聞きまし

たら盆踊り大会ができなくなるとかいろんな問題があるようでして、今後、その辺どうす

るのかなという感じがしました。 

 それから今回、横関区長から西成しごと探偵団、子どもさんの探偵団の件で、そういっ

た子どもたちがそういう企業に行って誇りを持ってもらえるようにというようなお話があ

りましたけれども、そういった企業をどうするかというのも、区役所の範疇から外れるか

もわかりませんけれども、大事かなという感じがしまして、例えば今回の見学先ではない

んですけれども、女性の経営者の方が女性の方も働けるような感じでされている企業があ

って、去年、大阪府のものづくり企業優秀賞なんかもとられているんです。これは結構ハ

ードルが高いんですよ。そういった企業もあれば、世界中に製品を売って、しかも女性が

働けるような環境づくりというので時差出勤をされているという会社もありますし、例え

ばそういった企業なんかを区役所のホームページに載せて、何か魅力発信につながらない

かなという感じがいたしました。 

 以前、ぼちぼちいこ課ですか、若い方が中心となっていろんな飲食店なんかを回られま

したけれども、例えば次の引き継ぎ版としまして、企業訪問してそういった企業を掲載し
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てはどうかなという感じがしたのと、それからコミュニティの関係ですけれども、これは

昨年、私も参加させていただいたんですけれども、市民協働課のほうで地域活動協議会の

成功事例的といいますか、活発にやっているというので橘小学校のお化け屋敷というのを

お伺いしまして、これはすばらしいなという感じがしまして、例えばそういった、ほかに

もあると思うんですね。 

 もう一つは、松通公園の遊びの広場で活動されているのが、たしか３年ほど前にお伺い

したんですけれども、大阪市からいいことだというのを表彰されているんですね。だから

そういったコミュニティにつながるような活動なんかも何か広報していって皆さんの参考

にしていただきたい。そこに何か同じようなことを、同じようなといいますか、コミュニ

ティの場をつくっていただけたらいいかなという感じがいたしました。 

 そういうので西成区の魅力を高めていけないかなという感じがしましたので、ちょっと

抽象的な話になりますけれども、話させていただきました。 

【乾副議長】 ありがとうございます。 

 今のご意見は横関区長に何か一言。 

【横関区長】 すみません、できるだけ１人でしゃべったらしゃべり過ぎるので答えない

ようにしているんですが、議長のご指名でございますので、貴重なご意見をいただきまし

た。本当にありがとうございます。 

 それとちょっと外れますが、実は来年の成人の日の集い、１月に行いますけれども、こ

の間データを見ていましたら、大体対象者が900人いるんですけれども、そのうち日本国

籍の方が600人、外国籍の方が300人ということで、実は３人に１人が外国籍住民という

ことでございまして、ただ新しく、特に最近、国でいうとベトナムの方とかふえています

から、案内は当然送りますけれども、実際にそこにいらっしゃるかどうか別なんですが、

昔からお住まいの方もいらっしゃる、そういうことも含めてニューカマーも含めてなんで

すが、３人に１人。実は一番多いのは浪速区が５人のうち２人ぐらいとなっていました、

その次が西成区。逆に大阪市の中でもすごく増えていまして、福島区は六、七百人のうち

外国籍は９人だけなんですね。それだけ大阪市内でも区の上下があるんですけれども、ち

ょっと余談になりましたが、そういったことを含めながら、西成区の状況に応じた取り組

み、それから特にイメージアップ広報もしていかないといけないと思っていまして、貴重

なご意見をいただいた中で、来年度も新たな取り組みとしてできることは参考にさせてい

ただいて前へ進めたいと思います。 
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 あと、この間、中でも話していたんですが、前に外国語マップも部数が多いか少ないか

あったんですけれども、中で話したのは、最近、皆さんもスマホとかそういったものを見

ていらっしゃるので、逆にペーパーで配るのもあってもいいかもしれないけれども、ネッ

トとか、それからどこか入った、そこでＳＮＳでマップ情報、それからそこには西成区の

いろんないいところ、そういったものを外国語で見れるような、そういうことも含めて新

たな取り組みをできないかなというふうな話をしていまして、あまりペーパーで配っても

どこで受け取るかがあるのでむしろそうしたら、そういうところを従来と違ったやり方も

考えていかないといけないと言っていましたが、そういった点でも今、将来いろんなこう

いうことを紹介していったらいいんじゃないかというご意見いただきましたので、本当に

積極的にそういったことに取り組んでまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。どうもありがとうございます。 

【乾副議長】 ありがとうございます。 

 ほか、何かご意見ございますでしょうか。 

 そしたら、私、一つ、かぶる話もたくさんあるんですけれども、西成区のイメージアッ

プということでいろいろな取り組みもしていただいていてすごく効果も出てきているのか

な、外国人の観光客もふえたりとか云々というところもあるんですが、そのイメージアッ

プという中で、今回、この西成しごと探偵団みたいな形で、西成区に住んでいる子どもた

ちであったりとか、住民が西成というのは本当にええところやねんなと思ってもらうよう

な取り組みをもっとこれからも力を入れてもらう中で、このしごと探偵団というのはすご

いものづくりであったりとか、いろんな取り組みをやっている企業が西成区の中にもたく

さんありますし、先ほど出てきた銭湯めぐり、これだけ銭湯がある地域もなかなかないの

で、そういったところも区民がいろんな形で楽しみながら、そしてこの地域を好きになっ

てもらうような、特に子どもたちがこの地域に愛着を持ってもらえるような活動をこうい

った区政会議の中でこれからも発信していってもらえればなというふうに思っていますの

で、よろしくお願いいたします。 

 すみません、何かほか、もう時間もあと少ししかないので、何かご意見ある方はこの機

会にどうぞ。 

 若林さん、お願いいたします。 

【若林委員】 ちょっとお聞きしたいんですけれども、ジャガピーパーク、また今、今年

度から違う新しい方々がやられていると思うんですけれども、この前、こども食堂に行か
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せていただいて、そのときにジャガピーパークに行かれているお子様たちとしゃべらせて

いただいたんですけれども、今行っていると聞いたら、時々行っていると。それでどうな

の、人いてるのと聞いたら半分ということを聞いたんですね。それでスタッフも半分とい

うことを子どもさんがおっしゃっていたんですけれども、今のジャガピーパークの実情は

どういう感じになっているんでしょうか。一度行かせていただきたいと思うんですが、忙

しくて行けないので、近々行きたいと思っているんですが、今はどうなっているんでしょ

うか。よろしくお願いいたします。 

【乾副議長】 お願いします。 

【田中子育て支援担当課長】 子育て支援担当の田中でございます。 

 ジャガピーパーク、事業者が決まって新しく変わったのが７月というところで、ぎりぎ

りに決まっていますので、それから広報しているという状況になっています。子どもさん

たちには、学校にチラシを配るなりして開催時期はお知らせはしているんですけれども、

ことしの夏はとても暑かったので、夏休みの間すごく暑かったので、一旦、校庭開放とい

う形になって、なかなか行けないというか、行かない子どもがふえたというのが一つある

かと思います。始まったんだけれども、暑くて今度は行けないという状況があったのかな

というふうに思っているんですけれども、確かに今、人数というのは前よりは少ない。た

だ西成区としまして事業をやっていく上でスタッフというのは、これまでも以前からと今

とというのは求めているスタッフの人数は変わっていないんですね。その事業者さんがこ

れまで、今までやってくれはった人がいろんなボランティアの方を入れてはったというの

が実情やと思います。西成区が子どもの遊び場として求めている人数というのは確保して

やってもらっているということで理解しています。 

 ９月になりまして少し涼しくなりました。先週の土曜日か日曜日かぐらいは、100人を

超える子どもたちが、子どもたちがというか、来場者があったというふうにも聞いていま

すし、これから少しまた盛り返してくるのかなと思います。それと新しいチラシができま

してポスターもできました。地域の方にも掲示をお願いしてまいりましたので、少し広報

のほうも広くなってくるかなと思っております。もう少し様子を見ていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

【乾副議長】 ありがとうございます。 

 本当に西成区、子どものいろんな施策をやってもらっているので、教育部会の中でもい

ろんな意見が出た中で、また年度末にいろんなフィードバックもしていただけるやろうと
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思うし、こういったすばらしい取り組みをしている区というのはなかなかないので、ぜひ

とも継続的にやってもらって、いい形で子どもたちが喜ぶような施策にしてもらえればと

いうふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 ほか、何かご意見ございますでしょうか。 

 委員の皆様、これでよろしいでしょうか。 

 それでは、区役所から提案ありました議題は以上でございます。 

 続きまして、その他といたしまして、あいりん総合センター等跡地利用に係るワークシ

ョップについて、区役所より報告をお願いいたします。 

【原事業調整担当課長】 いつもお世話になっております。事業調整、原でございます。

座って説明させていただきます。 

 お手元にお配りさせていただきました第１回あいりん総合センター跡地等の利用検討に

向けたワークショップを９月７日に開催させていただきましたので、その概要を報告させ

ていただきます。 

 対象につきましては、あいりん地域まちづくり会議委員並びにあいりん地域まちづくり

会議のテーマ別委員、加えてエリアマネジメント協議会各専門部会のメンバーさんにお声

をかけさせていただきました。これまでセンター跡地につきましてはさまざまな意見をい

ただいておりましたので、事務局からまず報告させていただきまして、その上で３つのグ

ループに分かれまして、西成特区構想有識者委員の進行によりましてワークショップ形式

で意見をいただいたところでございます。 

 次の下のところで、当日の意見の例ということでまだこれよりもたくさんいただいたと

ころでございます。例えば駅からの動線を確保、気持ちよく歩ける歩道があるべきとか、

フリーに利用できる駐車場、また金融機関がこの地域は少ないとか、また広場、オープン

スペースが必要などの意見をいただいたところでございます。 

 今回、９月７日の第１回では、この意見につきましてどこの部会でまた検討を進めるべ

きかというところまでは進んでおりませんので、今後の予定にも書いておりますが、９月

30日月曜日にまた第２回の会議を開く予定でございます。その中でいただいた意見をも

う一度確認していただきまして、担当する会議の中で検討を進めたいと思っております。

また、この検討の結果につきましては、遅くとも令和２年３月開催予定のあいりん地域ま

ちづくり会議で検討状況を報告させていただきたいと思っております。 

 参考としまして裏面でございます。当日配付資料の一部を提示させていただきました。
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１つ目の資料があいりん総合センター跡地の利用検討に向けました今後のスケジュールイ

メージ案ということで、中段、令和元年の下のところになりますが、ＷＳ、ワークショッ

プにおいて再振り分けを行いますよということで、今ここの作業になっているところでご

ざいます。９月30日の会議を経まして、例えば駅前活性化に関することにつきましては、

駅前活性化検討会議で議論・検討いただくということを想定しているところでございます。

また、労働施設に関係するところにつきましては、労働施設検討会議で検討を重ねていく

ということになっております。 

 なお、労働施設検討会議におきましては、ここの総合センター跡地のほうに本移転を予

定しておりますので、右のところで基本構想と書いておりますが、具体の規模であったり、

位置ということにつきましては、令和元年度中にある一定のものを出していきたいという

ことで聞いております。 

 また、次のページでございます。わかりにくいんですが、ＪＲ新今宮駅と南海の新今宮

駅の南側のところが旧の総合あいりんセンターになっておるところでございまして、その

地図の中にＬ字の道がございまして、その右のところ、字が見にくいんですが、まだ既に

住んでいますが、第２萩之茶屋住宅ということで書いております。第２萩之茶屋住宅につ

きましては、その下、既に工事が入っておりまして、旧の小学校跡地のほうに本移転する

ということになっておりますので、この上に書いております台形の土地の活用につきまし

てご意見をいただいて、まずは地域の皆様等のご意見をいただいた上で、次は各事務局で

検討を進めたいと思っているところでございます。 

 中間報告になりますが、今こういう形であいりん総合センター跡地につきまして検討を

進めております。また、区政会議等におきましても適宜報告なりさせていただきたいと思

っております。 

 説明は以上でございます。 

【乾副議長】 ありがとうございます。 

 委員の皆様、何かご質問、ご意見はございますでしょうか。 

【吉村委員】 昨日の日本経済新聞を見ていますと、新今宮の再開発に星野リゾート、南

海、ＪＲ西日本、オオサカメトロの４社が連携して協議会をつくっていろんな計画を進め

ていくというニュースが載っていました。もちろん民間企業と行政とは役割も違うとは思

いますが、せっかくこちらでそういう議論をされているんですから、何か総合、一体化さ

れた構想のもとにいいものができればいいなと思っております。 
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 以上です。 

【乾副議長】 お願いします。 

【三代総合企画担当課長】 総合企画担当課長三代でございます。ありがとうございます。 

 正直言いまして、私どもも昨日の新聞を見てちょっとびっくりしておるというような現

状で、本当にお恥ずかしい話で申しわけないんですけれども、今、吉村委員おっしゃって

いただきましたように、ああいう形でＪＲ、南海、またメトロと、あと星野リゾートさん

が新今宮エリアをそういう形で考えていただくということは非常にいいことだというふう

に思っておりましたので、ただ委員がおっしゃったようにバラバラではなしに、我々も一

体感を持ってそういったところと連携を保ちながら、本当に新今宮の南側、この西成側が

活性化して、かつそれが区の活性化につながるような形になっていきたいなというふうに

は思っておりますので、おっしゃったように本当にバラバラではなしに、我々としても連

携を保ちながら進めていきたいなと。またいろんなご意見なりを頂戴しながら、また逆に

我々もいろんな提案もさせていただきながら進めていければなというふうには思っており

ますので、また私ども情報共有しながらやっていきたいと思っております。ありがとうご

ざいます。 

【乾副議長】 ありがとうございます。 

 ほか、何かご意見ありますでしょうか。 

 ないようですので、続きまして、その他として事務局より何かありますでしょうか。よ

ろしくお願いします。 

【三代総合企画担当課長】 すみません、総合企画担当課長、三代でございます。 

 私のほうから、資料４の部会用の区政会議アンケート集計についてご説明をさせていた

だきたいと思います。すみません、座らせていただきます。 

 それでは、資料４をごらんいただけますでしょうか。 

 この部会用のアンケート集計につきましては、皆様、第２回での部会におきまして皆様

にご提出いただいたものを集計したものでございます。委員の皆様全員からご協力をいた

だきました。本当にまことにありがとうございました。 

 まず、一番初めの区政会議は現在区役所や委員との間で活発な意見交換がなされている

かというような問いでございましたけれども、そこにもございますように、思う、やや思

う、それぞれ35％、54％ということで、太字で囲っておりますが、肯定的な意見の割合

というのが89％ということで、高い評価をいただいたところでございます。本当にあり
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がとうございます。 

 しかしながら、その下の意見交換に向けた課題と改善のための取り組みや工夫というと

ころでいただきますと、本当に皆様の率直な感想を入れていただきまして、この辺のご意

見を見ながら今後の区政会議の運営に生かしてまいりたいと考えております。特にウの意

見を述べるために前提となる区の現状や行政の仕組み等についての知識が不足していると

いうのが60％ということでございまして、この辺は私ども真摯に受けとめながら反省を

しているところでもございますので、今後、例えば西成区の現状がわかるような基礎デー

タを集めたようなものを委員の皆様にお配りするなど、そういったものを柔軟にまた対応

を考えてまいりたいなというふうにも考えておるところでございます。 

 また、例えば区の区政会議の回数が少ないというのは、これは24％なんですけれども、

というところがございまして、今般、この中ですぐに対応できるものはということですみ

ません、参考資料の２枚後ろに平成30年度各区の区政会議の開催状況一覧というのを急

遽入れさせていただきました。そちらをご覧いただければ、西成区含めて24区の全体会

議及び部会の開催回数、また、ほかの区ではどんな部会があるのかというのがわかるよう

な一覧となってございます。ただ単に、回数ということで見ていただきますと、西成区自

体はそんなに少ないということではなく、平均的な回数なのかなというところではござい

ますけれども、こういった形で少ないというように感じられている方につきましては、単

に回数ということではなしに、会議の中の例えば意見交換の時間が少ないであるとか、そ

の辺の充実感がこういった回数が少ないというようなことにつながっているのかなという

ふうにも考えておりますので、我々といたしまして委員の皆様方の意見交換の時間をふや

すとか、そういった内容の工夫を考えて、また一定やっていきたいなというふうに考えて

おりますので、またご理解をいただければというふうに考えてございます。 

 それと次、またアンケートのほうにすみません、戻りますけれども、裏面のほうに移り

まして、４番の区政会議において意見や要望、評価について適切にフィードバックが行わ

れているかということでございますけれども、こちらにつきましても、思う20％、やや

思う64％ということで、肯定的な意見の割合が84％となっており、高い評価をいただい

ておりますけれども、その下のなぜそう思うのかというところで、４つ目のチョボに、す

ぐに対応できない課題に対する回答が弱いと感じるという本当に率直なといいますか、ご

意見も頂戴しているところでございます。 

 また、その下の６番のその他の意見等におきましても、ごらんのような行政上の用語が
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わかりづらいでありますとかというような、予算の編成に生かしてほしいというような、

そういったご意見も頂戴しておりますので、本当にこのような、いただきましたご意見を

真摯に受けとめまして、区政会議の充実に努めてまいりたいと考えておりますので、今後

ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 私のほうからは以上でございます。 

【乾副議長】 ありがとうございます。 

 委員の皆様、何かご質問、ご意見はございませんでしょうか。 

 西前委員、お願いします。 

【西前委員】 すみません。ちょっと今の議題から外れてくると思うんですけれども、今、

西成区の民泊の状態というのは把握はだいぶされておられるのかということと、やっぱり

民泊が増えてきたために、まちのコミュニケーションというか、各町会に対しての中のう

まく運営がだんだんできにくくなってくる。当然町会に入られないということもあったり

とか、苦情だけがこちらに来るという状態があったりとかしているんですけど、そういう

ふうな対応とか、民泊数、例えば西成区は多いとか、少ないとかいうような状態とか、い

ろんなことに対しての把握というのはできていますんでしょうか。 

【三代総合企画担当課長】 ありがとうございます。 

 民泊の状況でございますけれども、すみません、ちゃんと今資料が手元にございません

ですけれども、大阪市内でいきますと、中央区の次に西成区が２番目に多いというような

現状というふうには聞いてございます。初めは、先ほどございました例えば新今宮あたり

からだんだん南下していて、本当にこのあたりでも非常に民泊の数が増えておると。すみ

ません、中央、浪速、西成、３番目でしたね。すみません、失礼いたしました。いずれに

しても上位ということで、今、本当に北側に多かったのがだんだん南側、また西側にもふ

えてきているというような現状を聞いております。また、今、西前委員おっしゃったよう

なそういった地域との例えばごみの出し方でございますとか、そういったことでのトラブ

ルがあるとかいうことでも聞いておりますけれども、これは私が言うべきでも、皆さんご

存じかと思いますけれども、一応、担当の健康局のほうでは、違法民泊撲滅チームという

のも設置をいたしまして、皆様の通報をもとに調査に行ったり、また、そういったところ

が明らかだというところについては指導を行ったりというようなこともやっておるのは事

実でございますけれども、なかなか十分手が回っていないというような現状も聞いておる

ところでございますし、一方で、先ほど情報発信のところでもあったかもしれませんが、
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そういった外国人がふえておるというところでは我々も何とかしたいということで、先ほ

ど述べましたホームページでは、外国人の方の生活全般にかかわるようなごみの出し方の

ルールでありますとか、そういったものをそれぞれの局とかで出しておるものを集約した

形ではあるんですけれども、外国語で掲示をして見てもらえるような形をとったりとかは

しておるんですけれども、まだまだ周知のほうも十分ではないところもあるのかなという

ふうにも考えておりますので、そういったところも踏まえて、今後また考えていきたいな

というふうには思っております。 

【西前委員】 ぜひまちとしては、空き家になっていたところをちゃんと住んでいただく

という、住むとまた違うかもわかりませんけれども、人が出入りするということはまたそ

れなりの効果もあるのかなと思いますけれども、ただやっておられる方がうちも何軒か建

て直しているところがあって、近所から苦情があって僕行って話をするんですけれども、

いや、日本におられへん方が持ち主ですと言われるので、なかなか対応ができないという

のが現実と、今、現実的にどうなっているのかわかりません。僕が知っている範囲の中で

すけれども、民泊、マンション形式といいますか、ホテル形式の民泊もそうですけれども、

一般の住宅を改良した民泊も、家の中全部禁煙にされているみたいなんですね。そうする

と全部外で吸いはるという状態が出てきて、ホテル形式にしているところは、中全部、僕

も行って話をしたんですけれども、片言しか通じませんのでなかなか意思疎通はできない

んですけれども、いや、うちは禁煙ですという形やけども、斜めにあく窓からたばこを吸

いながらぽいっと火ついたまま捨てはるという形の中で、うちの裏もマンション形式の民

泊もあります。うちのベランダのところに火ついたままたばこが投げ込まれるという状態、

吸ってはる方はそういうのが余り意図としていない状態のところで、道でもぽっと火つい

たまま捨てはる方がおられるので、業者の方に相当な管理をして、自分のところの中では

禁煙はいいですけれども、外でもという感じのところをちゃんとしっかりと来てはるお客

さんに指導してもらうような方法を考えていただけたらと。自分の中だけはいいけれども、

外は知らんでというのでは、いろんな意味においてまちの中のコミュニケーションを図り、

苦情ばかりが来てしまうとええところが全然見えてこなくなってしまいますので、ええと

ころが見えるような形の中で進められるような状態をつくっていただきたいなと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

【乾副議長】 ありがとうございます。 

 酒井委員。 
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【酒井委員】 すみません。今の民泊のお話なんですが、実はうちの隣にマンションがあ

るんですが、そこがもう開業に向けて今準備されております。そこは違法民泊じゃなくて

ちゃんと届け出をしてはるみたいなんですが、私、無知なものでわからないんですが、建

物の構造というか、たばこの吸い殻を捨てられないようにとか、ごみ出しとか、そういう

要望をこちらから民泊業者に要望したら、それが必ず整ってからでないと民泊を開始でき

るという許可はおりないんでしょうか。それともそういうのは別に申請さえすればおりる

んでしょうか。そういうところが私にはわからないんですが。 

【三代総合企画担当課長】 ありがとうございます。 

【柴生総務課長】 保健所のほうで民泊の手続をやっているんですけれども、僕らが保健

所のルールを見ている限りは、例えば地域の方に住民への説明会を開きなさいとか、ごみ

出しのルール等を守りなさいとかいろいろあるんですけれども、地域からのご要望を聞い

て、それに応えた上で、それが整ったのを確認してから許可がおりるというような手続に

はなっていないので。なっていないんです、残念ながら。だから業者としては、一応言わ

れている条件さえクリアすれば許可がおりるというようなことになっていると思います。

ただおっしゃるように、今の西前さんのお話にもあったんですけれども、地域の人とのト

ラブルがある中で、周りがいろいろ迷惑をこうむっているんであれば、それは保健所のほ

うに言っていただいた上でご対応いただくことになるんかなと思うんですけれども、今、

ルール的なことでいうと、今の酒井委員の言っていらっしゃることでいうと、そうはなっ

ていないというのが答えになるかなと思っております。 

【酒井委員】 そしたら、結局そういう事例があってからでないとできないということ。 

【柴生総務課長】 それも今区長のほうからもあったんですけれども、違法民泊撲滅チー

ムとして今動いているので、今はとりあえず違法民泊を何とか、もともと言っていたのは

Ｇ20が開催されるまでにはゼロにしたいという目標で、大方、最初は本当にひどかった

んですけれども、大方違法の民泊、要するに許可を得ずして営業している民泊はなくして

いっているんですけれども、その許可をおろす前提が今おっしゃったような地域の住民の

方の必ずしも思っていることとちょっと違うというところがあるので、今度、次にその段

階で健康局のほうでどういう対応していってくれるのかということを我々もこの場でご意

見をいただいていますので、健康局のほうにもお伝えはしてまいりたいなというふうには

思っております。 

【酒井委員】 わかりました。よろしくお願いします。 
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【乾副議長】 ありがとうございます。 

 万博もまたありますし、オリンピックもありますし、民泊が多分もっともっと増えてき

てこういった問題がたくさん出てくると思うので、また次の区政会議の中でこういった議

題もたくさん出てくるかなというふうに思いますので、またよろしくお願いいたします。 

 それでは、もうよろしいでしょうか。 

 それでは、本日お越しの市会議員の方から一言ご意見を賜りたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

【藤岡議員】 皆様、こんにちは。大変お忙しい中、第１回全体会議、こうやって出席し

てくださって本当にありがとうございます。 

 いろいろご意見等を頂戴しているんですけれども、先ほど違法民泊などのご意見等もあ

りました。民泊に関係いたしましては、西成区役所からも撲滅チームがあるということな

んですけれども、それと同時に苦情相談窓口もありますので、そういった機関を利用して

いただいて、こういった違法ではないけれども、適切でない民泊があるということをどん

どん上げていっていただきたいというふうに思っております。まだ事例はないんですけれ

ども、再三注意してもそういった民泊の運用が改善されないところは、最終的にはそうい

った取り消しも視野にあるということを私伺っておりますので、改善に向けて健康局も取

り組んでいこうとしているところでありますので。どうしても観光客、西成はポテンシャ

ルが高いので多くの方がいらっしゃるんですけれども、共存できるような民泊事業を行っ

てまいりたいと思っておりますのが１点と、あと吹田の事件がありました。私、30代、

40代ぐらいなんですけれども、ちょうど同級生が学校に子どもを通わせている世代です

ので、吹田の際にはいろいろ不安な声とかありました。その一環でスピーカーがなかなか

届かないし、何をアナウンスしているのかが伝わらないという意見もありました。 

 私からの質問というか、提案なんですけれども、大阪市が青色パトロールを回っている

んですけれども、録音テープを回して防犯の内容を巡回しながら訴えているんですけれど

も、そういった緊急時においては、例えば職員の方々の吹田の事件に関連したような内容

の録音テープを即座に作って回していくということは可能なんでしょうか。そういったと

ころも、今後、西成区役所として対応していっていただきたいなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

【川上地域支援担当課長】 地域支援担当課長の川上でございます。いつもお世話になっ

ております。 
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 吹田の事件の際、いろいろ対応等を行っておりまして、実際に青色パトロールカーが出

動いたしまして啓発に回っていたところでございます。その際にはレコーダーで、警察が

啓発を行っているような内容と同じような内容で区内を満遍なく回るようにしたところで

ございます。 

 また、防災スピーカーも、今回は使用しておりませんけれども、本当にそういった危険

な事件等が起こった際には、今、西成警察と区との間で協定も結んでおりまして、要望が

あればそういった危険であるということを啓発の内容を防災スピーカーで流すというよう

な取り決めもしておるところでございます。その事象事象によって臨機応変に対応してま

いりたいと思いますので、またご指導のほどよろしくお願いいたします。 

【藤岡議員】 ありがとうございます。 

 そういった活用できるツールをどんどん利用していただいて、まちの安心・安全につな

げていっていただいて、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はお疲れさまで

ございます。 

【乾副議長】 長時間にわたりご協力いただき、ありがとうございました。 

 本日の区政会議の議事は以上でございます。いろいろな貴重なご意見を賜りましてあり

がとうございました。 

 また、本日の区政会議をもちまして、このメンバーでの会議は最後となります。この９

月30日をもって退任される委員の皆様から、できましたら一言お言葉をいただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、青木委員、お願いします。 

【青木委員】 青木です。ありがとうございました。 

 私は西成区には10年ぐらい、結婚して住むようになったんですけれども、仕事が福祉

関係の仕事をしておりまして、別の市のまちづくりに携わっておるんですが、自分の住ん

でいるところのまちも知っておきたいという思いで参加させていただきました。大変わか

らないことも多くて、こんな意見言ってもいいのかなとか躊躇しながらではあったんです

けれども、大変勉強になりました。今後も市民としてホームページを見たりですとか、イ

ベントにもよく参加させてもらっていますので、生活者の一人として暮らしていきたいな

と思っておりますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。 

【乾副議長】 ありがとうございます。 

 それでは、国武委員、お願いいたします。 
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【国武委員】 こんにちは。 

 私、福岡の出身で13年前に大阪の西成区に引っ越してまいりまして、とても自分、西

成が大好きになったんですよね。というのは、本当に便利がいいですし、都会ですし、楽

しいことがたくさんあるまちだと思っております。今回退任しますけれども、次、女性委

員が活発な意見を青少年指導委員として出させていただきますので、今後ともよろしくお

願いします。いろいろとありがとうございました。 

【乾副議長】 ありがとうございました。 

 それでは、松本委員、よろしくお願いいたします。 

【松本委員】 そうですね、こちらの区政委員のほうは退任させていただきまして、あい

りん地域のまちづくりのほうで、先ほども報告ありましたけれども、引き続きよい地域に

なるようにということで、わずかなことですけれども、頑張っていきたいというふうに思

っております。私自身は西成特区構想部会の中で少し意見を述べさせていただきましたけ

れども、特区らしい特区という部分というのが実はそんなにないなというのが正直なとこ

ろです。生活困窮者もたくさん集まってくる地域でありますので、総合評価入札制度を大

阪府や大阪市、行政だけに限るようなやり方ではなくて、公共的な趣の強い施設とか、さ

まざまな運営関係に関しては障がい者であるとか、生活困窮者であるとか、そういった

方々に雇用の場を作っていくというようなことをぜひ今後も積極的に考えていただけない

だろうかというふうに思っております。今までどうも本当にありがとうございました。 

【乾副議長】 ありがとうございました。 

 それでは、宮本委員、お願いいたします。 

【宮本委員】 宮本です。 

 私は視覚障害者でありまして、今年の６月21日に、私の所属している大阪市視覚障害

者福祉協会という団体で役員改選がありまして、その際、理事に立候補させていただいて、

よかったんだか悪かったんだか知りませんけれども、当選いたしまして、またその上、副

会長という大役を仰せつかりましたので、どうしても多忙になっておりますので、今回で

区政委員からおろしていただくことになりました。いろいろ区役所、毎年指標を掲げてい

ろんなことをやっているということ自体知っただけでも私にとっては大変勉強になりまし

た。２年間でしたけれども、いろいろありがとうございました。 

【乾副議長】 ありがとうございました。 

 最後、私なんですが、すみません。 
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 まず最初に、この２年間、柳井議長が体調を崩されてご逝去されたということで、代わ

りに私が議事進行をさせていただくことが多々ありました。つたない進行でしたが、本当

に皆さんご協力していただきましてありがとうございます。まずもってお礼申し上げたい

と思います。 

 それと、僕、今回、西成社会福祉協議会というところからこの会に参加させていただい

ていまして、その前は西成区ＰＴＡ協議会のほうでも参加させてもらっていまして、やは

りこういった西成区全体のことを話し合えるこういった場に参加させてもらうということ

は、本当にすごく勉強になりますし、すばらしい経験をさせてもらったというふうに本当

にありがたく感謝しております。 

 先ほど国武委員も言われたみたいに、僕も結婚してから西成区に住んでいまして、もう

25年ぐらい、ただまだ25年ぐらいしかたっていないんですけれども、本当に同じく西成

区が大好きになって、西成区で何か子育てもそうですし、これからも生活を西成区でやっ

ていくわけなんですけれども、何かこういった場で本当に区民の声がもっとダイレクトに、

結構、割と話し合っていることはすごい話なんですけれども、なかなか区民の皆さんに本

当にそこまで届いているのかなというところがあって、この選ばれている委員の皆さんの

ところにそういった区民の人が代弁してみたいな話でというところも、なかなかまだまだ

そういったところにはなっていないのかなというふうに感じております。できればそうい

ったふうな形で区民の声もダイレクトに聞いてこの場で話し合えるような区政会議の場に

なってもらえたらというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

今までどうもありがとうございました。 

 すみません、皆さんご協力ありがとうございました。 

 それでは、事務局へマイクをお返しいたします。 

【鶴見広聴広報担当課長代理】 乾副議長、どうもありがとうございました。 

 委員の皆様もご協力いただきましてありがとうございました。 

 今回の議事録についてでございますが、おおむね30日後をめどに区のホームページに

掲載し、公開したいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 また、委員の皆様におかれましては、２年間の任期、今回の区政会議で終了でございま

す。たくさんご意見を賜りありがとうございました。退任される方、継続していただける

方それぞれでございますが、今後ともご協力いただきますようどうぞよろしくお願いいた

します。 



 

－31－ 

 それでは、以上をもちまして本日の区政会議を終了いたします。 

 アンケートと評価シートをご記入していただいた方から机の上に置いて、順次ご退室く

ださい。 

 皆様、本日は長時間にわたりご協力いただきまして、ありがとうございました。 


